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一一学 会録 事一一

日本藻類学会ワークショップ参加記

淡水r~~fJiの採集 ・ 分狽に l刻するワークショップが

1986年3月31日から 4月2日にかけて筑波大学を会場

として行なわれた。これは円木務煩学会の大会が101"1

になったことを記念して企画されたもので，この燥な

ワーク Y ョップは今後も継続して行なわれ今|旦lはその

第 11豆! ということになるはずである。 ^r~者は参加者の

一人としてその内特の報告と 例人的感処!を述べさせて

mく。

ワータシ'ョップは3月31日の学会の一般論的の終了

の直後始まり， この日はスケジューノレ説明lの後， IIIJT-

I訂正講師liの淡水泌類の探集 ・分類 ・同定についての慨

説1'1甘な秘義があった。翌 4月 1J=Iは}]d.fi少し冷たいも

のの，まずまずの係集日平~l o fI'I l!~ して頂いた自家用車

に分来し，ブミl家大池へIt'jう。ここは旧|剥の'1'の小山い

!王の上にぽっかりとある人工の淵池で，筑波大の実習

や研究の手近なフィーノレドだとのこと。なるほど池の

まわりには水路あり |日んぼありでなかなか変化に日ん

でおり，いろいろいそうな感じがする。池の辺りに子IJ

nしてプランタトンネットや附易保泥日h¥ttl分計， " 

ンプレンフィノレター， j/'J子 ':!ì;の探柴.r，:~Jtの紹介と;J~ðíi

をしてl頁く 。その多くは教科通りのものでなく一工夫

がしてあり， ifなるほどと感心する。 r不ットを投けz

る|侍は車!l:の端をや|三に結んでおかないととばしてしまう

ことがあります」との講師iのお話の後， I止話人のlく氏

がj曲目とばしてしまわれた(?)ネットがつりあげられ

一向プd、に椛りあがった。続いて各自!出い!41いの場所

で係集を行なった後，筑波大へ戻る。午後はまず山岸

諸白Iiによる糸状誌の講義の後.~柴JJlの観銭。 O scil

laloria， Vaucheria， Oedogolliurn， Zygnema， Spiro 

gyra， Ulolhrix 予が観祭できた。 統いて南雲保講師i

による:Etr.!lSの分類 ・同定についての秘義ム講師自身

がm1'E使っておられるという紫外線被殻洗浄法の災前

があった。ま たこの方法で採!1U，，'，から('1'製したプレパ

ラートの飢まきを行なった。次いで‘1:':jfrTIlノi<ff:i講師による

政金色]i~~J丸その他の鞭毛言高知の分類と |司定について

の講義にあい、て採集 171の観然を行な L、 Syllura，

Dinobryol1， Gymnodiu11l， Phacus宇多くの純が観察

された。この 日は夕食を会食し，差し入れしてl点いた

測を酌み交わし，楽しく賑やかにすごした。誹師の先

生方はじめ参加者，世話人全員の自己紹介があり ，筆

島には1"パ耐Ilj:nlJiの抑制tなスピーチが!T!Jに印象的であっ

た。翌 4J'J 2 nは守ーliIj中に波辺真之日'if(:fIiによる煎鋭知

の分類と |内J:<i:'についての講義の後，Microcyslis， 

Atha川 zomenoll，Sligonema， Anabaena ̂."Ifiの』ν目的

な純の観察を主にJf1養株について行なった。ますよその

後，淡水f.onの分出m・椛養法についての満義と災前が

あり IiデFIJI終了fij7f，1txとな った。筆者はここで失礼し

たが希望売には筑波人 ・i可立*'1学問物館 (筑i波)の研

究ぬ殺を案内して引けたと IHI~ 、ている。

当初，このワークショッフを企画された学会IJi務JII)

の方々は岩手の育成ということで，学f!il・大学院学三|ミ

を主な対象と考えておられた係である。しかし尖際に

参加lした顔ぶれは学生から岩手，かつて若手だったブ'J)

と年齢 ・級!I在ともに係A であり， 9-'には淡水誌のlHI"J

家もかなりの数おられた。そのためilll;r:11iの先生方は講

義のレベノしを決めるのにず，'Jjされたことと思う 。また

学生21512lなら半年かlイ1::分にもなろう内特をl 円 ~I': とい

う短いJUJlJ¥1でかけj己でやろうというのだから論議，尖

~~Iの進行ともに大変である。司王尖，ずいぶんあわただ

しかったという 印象は杏めないものの，筆者などはな

かなか楽しく勉強させてま[き，また印象派い点も多々
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あった。これは講師の先生方が初学者にもわかり易く

話して下さったこと，会場のすぐれた設備に加え世話

人の方々の行きとどいたセッティング，筑波大の学生

の方々の参加者fにまじってのおてつだい等のおかげだ

と思っている。一方，参加者の中のすで‘に淡水誌に詳

しい人からも，今1'-'1のワークショップで藻類の多様さ

を再認識して，新鮮な感動があり楽しめたとの感怨を

耳にしている。ワークショップと言うと当然のことな

がらテクニカんなi而に重きをおかれることが多い。し

かし藻類学会はテクニックではなく，義類とし、う生物

群を共通の研究対象とする者の集まりであるという観

点からも，テクニカルな匝iだけでなく，この様な藻類

の多様さ，おもしろさを啓発しあえる様なワークショ

ッブを今後とも企画，実行していって頂きたいと思う。

写真はいす'れも採集会風景(鯵坂哲朗氏録影)である。

(川井浩史・北大・理・植)

賛 助会員
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北海道栽培漁業振興公社 060札幌市中央区北4西6 毎日札幌会館内

阿寒観光汽船株式会社 085-04北海道阿寒群阿寒町字阿寒湖畔

有限会社 シロク商会 260千葉市春日 1-12-9-103

海藻資源開発株式会社 160東京都新宿区新宿 1-29-8 財団法人公衆衛生ピル内

協和醗酵工業株式会社パイオ事業本部パイオ開発部

100東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ピル

全国海苔貝類漁業協同組合連合会 108東京都港区高輪 2-16-5

K.K.白書保健科学研究所・原昭邦 173東京都板橋区大山東町 32-17

有限会社 浜野顕微鏡 113東京都文京区本郷5-25-18

株式会社ヤクルト本社研究所 189東京都国立市谷保 1769

山本海苔研究所 143東京都大田区大森東5-2-12

弘学出版株式会社森田悦郎 214川崎市多摩区生田 8580-61

岡崎真珠株式会社養殖研究開発室 650神戸市中央区港島中町 6-3-2

神協産業株式会社 742-15山口県熊毛郡田布施町波野962-)

‘-戸内・v‘・---、 ‘・-・-ーー-、‘-司----、，、-



この度， 日本学術会議広報委員会より日本藻類学会宛に下記の「日本学術会議だより No.1， No. 2Jを本誌

に掲載するよう要請がありました。 これは学術会議の活動状況を広く科学者の方々にお知らせすると同時に， 学

術会議と学・協会との連携を強化することを目的とするものです。本学会もその意を汲み紙面をさき掲載致しま

したので御一読し、ただければ辛で・す。

日本学術会議だより 五I

100回を迎えた日本学術会議総会

日本学術会議は，去る 4月23，241:1の両日，記念すべき第100回総会(第13WIの3回目の総会)を|則被いたしま Lた。

今回の「日本学術会議だより」では.この第100回総会の議事の一環として行われた「脳死をめぐる諸問題」に関する会員聞

の討論を中心として，同総会の議事内谷をお知らせいたします。

当会議は，今後は，今酬のような総会の報告のほかに第13期活動計画」に磁られた課題について具体的に検討を進めてい

る各常世・特別委!l会の活動状況をもii次お知らせしていきたいと考えております 3

総会報告

日本学術会議第100回総会は 4月23.24 HのI占j日に関かれ，

「日本学術会議傍聴規I1IIJ及び「日本学術会議の運営の細目11に

関する lJ..j規」を決定 L. また脳死をめぐる諸問題」につい

て意見交換を行った。

第 111.午前。会長より第4部会員田中春夫氏が逝去され，

新たに早川幸男氏(名古屋大学)が会民として発令されたとの

報告があり.[1丸第 4部長が故田中会員への追怖の言葉を述べ，

~n起\/:して黙磁をささげた。

会長より前回総会以後の絞過報告を受けた後.諸委員会，剖).

研究述絡委員会の報iつがあった。広報委員会中川委員長より，

「日本学術会議だより」を多数の学・協会 (3871ヲi体，約90万

部)の機関紙などに似載される運びになったことに対して感謝

の意が述べられた。山i齢化社会特別委H会青井委員長より「尚

申告社会総合研究センターJ (似称)の設占ーについての中間報it
があった。平和問題研連川問委民長より. SDI研究への参加を

めぐる最近の動きに対して愛~!畿の念が述べられた。

諸報fifの後，会長より rH本学術会議傍際規則案」が錠案さ

れ.従米の傍聴についての内規を規則にして公にすることが適

切であると説明された。次いで「日本学術会議の運営の細則に

i刻する内規案」が提案された。この大部分は，いままでの諸内

規.慣行を整理したものであるが，いくつかの点で新しいもの

を含んでいる。主な点は①学術会議が勧Plーなどを行う際の取り

扱い及ひ'講演会.シンポジウムなどを開催する手続を明確化し

たこと，②研連委員の:(f任期間を原則として通算 3任期1(1任

期は 3年)までとしたことなとeである。

第 11:1，午後。各部の部会が開かれ，午前中に提案された事

項について審議された。これらの提案は第 l常置委員会が努力

を重ねて作成したものであり，また連合部会及び部会において.

各会nの意見を聴き調弊したものであるが.この日の部会でさ

らに慎震な審議が行われた。

第2H.午前。前H提案された案件の審ぷ，決定が行われた。

傍聴規則は異議なく決定された(往 1) 0 ill! '~t の納HlJ に関する
l付規も， また無修正で決定された(注 2)。新しい内規によれ

ば，日本学術会議の名において行われる公開講減会は，運営'JI¥'

議会において決定し，広報委員会が実施する。この .I.I~( に関して.
その審議中，従来長年にわたって行われてきた学問・忠f担の自
111に関する公開講演会は今後も尊重されるべきであるとの発言

があり.その趣行が {i止されたの

第2日， 'H走。近藤会長司会の下に「脳死をめぐる諸問題」

に関する会民間の意見交換が行われた。これは会員のためのー

綾の勉強会で.第13期からIttiめられた新しいスタイルの総会の

持ち方の 21両ITIに当たる。r.1I題の一般的関心の深さを反映して

傍聴防は満州Jとなった。勉強会は 4会只による講演と，各講演

に関連した 1?"の指定発ι(r，ーによるコメントよりなり.予定よ

り約30)j超過 L，3時1111半にわたって，異なった分野からの意

見1*1陳がれわれ.人文・自然l剖系よりなる学術会議にふさわし

い内行であった(詳細については別備の「脳死をめぐる諸問題

についてー総会の討論より 」を参mo。

第100)f"総会lirJl必死」にl刻する微々な印象を会員に残 Lつ

つ， 411，¥，'I'-無事終了した。

なお， 611.fから，第100回総会を記念した会11懇親会が.ロ

ビーでなごやかに開催された。

ii:l.今岡市11定された rll本学術会議傍聴規則」の詳細につい

ては rll本学術会議月報J 5月号を参照

注2_今凶制定された「日本学術会議の運営の細則に関する内

規」は.総会，剖¥，常ir1(特別)委員会及び研究連絡委員

会のそれぞれの通常に|刻する諸事項等について規定すると

ともに，外部から学術会議へ従Hlされた要望等の処理に関

する手続，外部に対する学術会議の意思の表出(勧告・声

明等)にl期する手続及び講演会，シンポジウム等の開催に

関する手続等について規定している o

脳死をめぐる諸問題について

一総会の討論より-

11本学術会。議第100回総会第 2R (4月24日)の午後.総会

議事の一環として脳死をめぐる諸問題」に関する会員聞の

at~命が行われた。

行われた 4件の講演と各講演に関連した指定発言のそれぞれ

の概要は，以下のとおりであった。

1.基調報告一一医学的見地からみた死の概念

陵干しが散大 L.呼吸と心臓の拍動が永久的に停止したと医師

が判断したとき死亡したという。これに対して，最近，脳機能

が永久的にまた不可逆的に消失したとき脳死といい，たとえ心

臓が荊動していても，これをもって個体死としての治療行為を

止めることがある。欧米の多くの閏では様々な条件がつきなが



らもこれが認められているが，わが国では法的に認められてい

ない。このような状況下では.医療の現場に好ましからざる問

題が生じてきている。-"}j同際的にも医学:・医療の立ち遅れと

共にその進歩を停滞させているのではないか，対応が消極的で

ないかと指摘されている。予Eの概念についての不一致は闘キの

宗教.智子詳.倫理等の相違に基づくものと考えられ.その善悪，

優劣を軽身に論ずる訳には行かない。ただこの概念を多角的に

分析する意味から，本総会では多)ii~iの方々の窓見を持聴いた
Lたい。ただ上述のようにわが国の対応がi肉体.的であるとする

と.わが図のl医学教育の倫理面における教育理念が欧米諸問と

は臭っていることが推定されるのであって.このことによって.

わが図の医学・医療の進歩に将*=どのような影響がF主じてくる

か，これは強い関心を持たざるを得ない問題だと考えられる。

人間の機能.これは身体的機能と精神的機能に分けられるが，

脳はこの闘機能を合せ持っている。脳は身体の中での特珠な位

置づけにおかれていると考えられる 3 心臓や肺などの骨量符で行

う身体的機能は，それらが生きて機能するためには.脳との結

ぴっきとその協調に依存せねばならないとされている。身体を

構成する細胞はひたすらに生きる n その上に.脳のたくみに.

わきまえかつよく生きる精神的機能が加わって，似たちは生き

ている。人が死に至る場合に，その死について仁述による医学

的線拠をもって死を定義するならば，脳死をもってその基準と

することにそれなりの理由があると考えられる。(本附三f!l1'

第7部会員)

指定発言:脳死の問題がわが聞において鮫近医師界はもとよ

り関係各方面において活発に論議されているが.この背景につ

いてまづ医学・生物学的な解説.具体的には次の 4つの問題に

しぼって私見を申し上げたい。①脳死と側体死の関係，②脳死

判定基準，③脳死と判定されたあとでの|民療行為.(1)脳死と臓

器移犠。以七のことと関連して脳死のメカニズムの研究とその

予防.鼠器移織に代るべき新医療技術の開発の重要性などにつ

いて強調Lたい。脳死の問題(00)に関しては医師界で充分に審

議し合意に到達することが必要であり.それにつつ'いて@胞に

ついては更に国民的合意と医師，家族聞の理解が必要である。

(寺山宏・第4部会HJ
2.脳死に関する医簿上の問題点

医学は医療に直結する。医学に科学の論拠性が求められてい

ることは当然であるが.医療の対象は人聞の生命であるから，

倫理的な重みが纏めて強い。一般的にいって.倫理観はすべて

の人に共通ではなく，例キの人で，また|司じ人でも時を変えれ

ば変動する。限療の行ゐの意思決定の方法は.医師個人の裁i量
権にゆだねられているが，新しい諜題を抱えて阪師が単独では

行わない仕組みがつくられている。脳死に|刻する国民的合意が

得られることを医療の現場より望みたいが，そのためには東

洋的な宗教・村!~{':上の問題の整理と，複数の医師と家篠の合意

があれば脳死をもって死と判断する法的な擁護が具体化される

ことを切望Lたい。(水健 治・第 7部会員)

指定発言:最近臨床医学の進歩はまことに顕著なものがあり，

入額の健康.福祉の増進に大きく質献していることは周知のこ

とであるが，現実の問題と Lてわが阿民総医療費の急上昇も決

して看過できないものがある。脳死判定後の医療的行為につい

ての医療経済耐を取り上げて.脳死を社会的に考える資料とし

て提供する。

また，麟死後，心服停止にタ.るまでの期間をある手段により

人為的に延長させる方法が発見された。こうなると.生命力を

もった個体として篠えることのない脳死状熊を半永久的に，医

療の対象とする危険性が生じてきたことになる。ここにもまた，

脳死に関する根本的な議論の必要性がある。(曲直都議夫・第

7部会員)

3.法律上の視点からみた問題の整理

「脳死の判定指針および判定基準J (厚生省脳死研究班・ 60

年12月)には素朴な疑問がある。①角膜反射に関し閉眼不能の

者については!日l検貨の除外例とし，検査対象から外すべきでな

いか。②前庭反射に関し投書I!の影響によって反射がみられない

者については，これをすべて|可検査の除外例とするのでなけれ

ば，反射がないのは薬物の影響によるものではないとする客観

的資料・基準を泌す必要があるのではないか。③脳幹反射がみ

られなくとも脳幹機能がすべて消失しているとは限らず，それ

を催認するために誘発反応をみるという提案が出されているの

に.これを採用しないのは何故か。(中 義勝・第 2部会員)

指定発言:①脳死判定基準の要素に一定の時間的経過カ効目え

られていることは，判定基準の不確かさを示すものとして，社

会的合意を作ることを凶難にしている。この現状で，脳死説に

よる臓器移椀・レスピレーター取りはずしは.法律上正当化し

えないの②法律上の死の慨念は医師の合意に従うのではなく，

社会的合意によるべきである。しかし，現夜の判定基準では国

民の常識となりえない。③脳死の客観的基準が確立して，国民

の常識として受け入れられるようになるまで待っか.臓器移

続・レスピレーター取りはずしについての医療現場の現実的処

既に秩序をもたらすための村会的合怠;に基づく法律的条件の設

定に努力するか，今後いずれの)ifillを選ぶかが，今の私たちに

課された1111題である c (浮t~俊雄・第 2 部会w
4.倫理・宗教等からみた問題の繋理

脳死の問題については.日本の宗教界や宗教学界にどのよう

な意見があるか，宗教学会で取り上げたことがないので不明で

ある。この問題については早急に取組みたいと思うが，ここで

は私見を述べる。 H本人の宗教心でI.l:.肉体をホトケとして拝

むことや，遺骨をそのまま神仏と見る見方ーがある。また，先祖

供発を重んじて.これを怠るとたたりがあるとの考えも強い。

このように死体を宗教的に重観するために.これが股器移纏の

障害になっていると考えられる。むしろ，人道主義や博愛慈悲

の精神の方Ji'Jから模索することによって，股器移績と日本人の

宗教心との接点を見11¥Lうると考える。(平川 彰・第 1部会

H) 
指定発言:I日・新約型!舟においては，人間も宇宙万象も神に

よってiilJ迭されたとされる。人聞が死ねば，もとのちりに帰る。

'i'.'，~のいきの去ったからだはちりであり，そこには特に霊的・

精神的な価鰍はない。宇衡の万象は神の被造物であって，占星

術におけるような霊的存庇ではない。このような人間観，世界

観は一種の非魔術化のはたらきをなし.その結果人間の体も

単身も科学的な観祭・操作の対象となる。

この傾向はギリシャにはじまる科学的思考，特に“もの"と

"，t;・の二元論によって強められた。近代科学がキリスト教の

影響のもとに生れたとされる所以である。しかし.科学が教会

の権力から独伝 L.自己完結的な歩みを始めるとき，その行き

つく先はジャック・モノーの“存続的知識の倫理"に見られる

ようなニヒリズムではなかろうか。

他l自i.欧米における脳死や股器移摘を考えるとき，他人のた

めに奉仕するというキリスト教倫理の影響があることを忘れて

はならな~'" (中川禿ぷ・第 1部会日)
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「日本高齢社会総合研究センター(仮称)の設立に

ついての提言」を公表
昭和61年 8月 日本学術会議広報委員会

本会議高齢化社会特別委員会は，このたび r日本高齢社会総合研究センター(仮称)の設立についての提言」を

とりまとめ，本会議運営審議会の承認を得て，公表いたしました。

今回の「日本学術会議だより」では，この「提言」の概要に加えて，本会議と学・協会とを結び付ける上で重要な

役割を果たしている研究連絡委員会の概要等を紹介し，また，本年 9月に開催を予定している本会議主催の公開講演

会についてお知らせいたします。

「日本高齢社会総合研究センター(仮称)

の設立についての提言J (概要)
昭和61年 5月26日
日本学術会議高申告化社会特別委H会

今日，高齢社会への移行の問題が大きく取り上げられている

にもかかわらず，我が国の研究体制は悶際的にみても遅れてお

り、とくに人文・社会科学の分野においてそれがいちじる Lい。

そこで，この遅れを取り戻して時代の要請にも応えるために，

我々は「日本高齢社会総合研究センターJ (仮称)の設吹を提

言したい。

1.総合研究センターの目的

すでに日本学術会議は，昭和55年国立老化・老年術セン

ター」設置についての勧告を内問総理大胆あてに行っている。

この医学・生物学を中心とする研究・診療w.センターと緊密な

巡携を保ちつつ，本「日本商船社会総合研究センター」は，人

文・社会科学を中心として.(J)高船社会の構造問題. (2)高齢尉

をめぐる総合政策.(3)高齢者の生活課題を総合的に研究するも

のである。また，本センターにおける研究は 3つの原目IJ. すな

わち(1)高齢者主体の原IIIJ.(2)地域特性の原目1]， (3)国際交流のj京

日11を重視する。

2.当面の研究課題と活動

(1)地域福祉・在宅福祉との関連におけるソーシァルケアのあ

り方.(2)高齢社会における全年齢層の生涯学習体制の確立.(3) 

70歳まで働ける麗用体制づくり.(4)健康で自立的な高紛者の社

会的役割の重視。またこれら以外に.(5)高齢社会に関する研究

者・実務専門家・政策担当者などキーパーソンの釜成.(6)高齢

者，わけでも75歳以上の後期高齢者の生活実態と生活意識の全

図的及ぴ閤際的調査，ならぴにモデル調査地域における高申告社

会化過程の追跡調資の実施も心要不可欠なものである。

3.総合研究セン9ーの性絡

(1)法律にもとづく独立性の高い法人とする。

(2)図の出資による基金を基礎と Lて設立されるが，そのほか

にも一般寄付，研究受託費などを加えて弾力的に運営する。

(3)人文・社会科学を中心とする全図的なネ y トワーク型の中

枢的研究センターであって，官庁や大学の付置型ではない。

4.研究の運用

(1)研究・調査は総合研究センターの自主研究のほか，受託研

究・委託研究を行い，できうれば研究助成も行いたい。

(2)いずれの研究・調査も，心要な研究者で随時編成するプロ

ジェクト・チーム方式によって組織する。

(3)大学，省rl'，自治体，企業体.その他の研究機関から，外

国人研究者も含めて，短期・長期jの流動研究"を受け入れ.研

究者と実務家との交流をはかると共に.研究者・政策担当者を

養成する。

(4)また必須の活動として，情報セクター「調資家」において

高紛者調査と高曲悦l会化過程の追跡調査を行う。

5.研究の機構

次の諸セクターから構成される。

(1)研究セクター.12)情報セクター(調査室・資料室).(3)研

修セクター. (4)公開活動セクター. (5)間際交流セクター

このような構惣の下に.本「日本高齢社会総合研究セン

ター」は，日.5紛社会に|刻する研究を，人生80年段階の文明史的

意味の究明を合めて行っていく。

「中性子回折・散乱研究の推進に関する意見

一物理学，結晶学両研連の意見」を発表

本会議物理学，結晶学i品j研究連絡委員会は，このたぴ中

性子回折・散乱研究の推進に関する意見」をとりまとめ.本会

議運営審議会の承認を得て，両委員会委員長の連名で，関係機

関へ送付した。

<r意見Jの概要>

現在，日本原子力研究所において，改JRR-3研究用原子

炉の建設が進められているが，この原子炉の利用は.物理学，

結品学はもとより，関連諸分野における中性子回折研究に重要

な寄与を果たすものと恩われる。

一方，この原子炉には，原研の外に.東京大学物性研究所，

東北大学理学部等が多数の各積測定装置を設慨する計画がなさ

れている。

物理学および結晶子非同研究連絡委員会は，これらの研究機関

等によって改JRR-3を利用する中性子ビーム実験装置が設置

されることが，我が悶の基礎科学の進展に極めて大きな意義を

もつことにかんがみ.この計画が遅滞なく達成されるよう，関

係各方面の御配慮をお願いする次第である。
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日本学術会議j去により，科学に関する研究の連絡を図り，そ

の能率を向上させることが.本会議の職務のーっとして定めら

れている。そ Lて，そのために心要な事項を調査，審議する H
的で， 180の研究連絡委員会(以下研連」という。)が設問

されている。

去る 4月の第100回総会では rH本学術会議の運営の細目IJに

関する内規J (以下「内規」という。)が制定されたが.この中

で研速については.とくに-1撃を設け総J括的な規定を Lた。研

連については.多くの学・協会の方キにとって関心が深いと考

えられるので，上述の焼iEを中心に関連する規定の大略を以下

に紹介する。

1.研速の駿務など

日本学術会議法第15条により……科学に関する『研究

の領域』及び『重要な課題」ごとに…・」研i車を設置するこ

とが規定されているため，今回の内規においては，研i童を
「官民主主別研連」と「課題別研連」の 2つに分頒1.-，それぞれ

の職務を区分している。

(1)領域別研連」の職務は，次のとおりである。

関係する学術研究領減についての，①学術の現状及び長

期jがJ動向の把握 ②将来計画lの立案及ひ、研究条件の整備の

検討③囲内における研究機関又は学術研究開体(学・協

会)との連絡調整④国際学術団体の国内委員会又はこれ

に準ずるものと Lての職務 ⑤その他

(2) 課題別研連」の職務は，次のとおりである。

①重要課題についての将来計画の立案及び研究条件の整

備の検討②複合又は学際分野の研究の促進のための研究

の連絡の調整 ③間際的協力事業等に関する問内委員会又

はこれに準ずるものと Lての業務 ④その他

2.研連の構成と研連委員の任期

今回の内規では，研速は，関係する日本学術会議会員(以

下「会員」という。)のほか.原則としてその研遂と関係あ

る学・協会(正しくは，笠録学術研究団体)や他の研連等の

推薦により委嘱された者によって構成されることとしている。

ちなみに.現在の委員定員総数は2，370人である。

また.研連委貝の任期については.日本学術会議法により 3
年の定めがあるが，H:期の通算制限については会員と異なり.

i去には規定がない。そこで今回の内規では.研速の活性化をは

かるという観点から会員と同様の運用を行うことになり通

算3任期iまで」という規定をしている。ただし.会員在任期間や

国際学術開体の役員等特別な事由がある場合の期間は除かれ

るし，第12期以前の在任期間は算入しないこととしている。

3.研速の審議成果の発表

研述での審議の結果.得られた成果については，委員会報

告書としてとりまとめられて配布されたり，また，研連主催

(関係学・協会との共催が多い)のシンポジウム・講演会等

で報告されたりするが.それらの中で重要な事項については，

春秋 2回の総会の決定を経て，勧告.要望あるいは声明等と

して，日本学術会議名で外部へ出されることもある。

さらに，今回の内規により，前ページの物理学，結晶学両

研速の「泊.見」のように，緊急を要する時には，おおよそ毎

月開催されている運営審議会の承認を経て，研連名で外部へ

発表することができるようになった。

なお，今回の内規では，会員の推薦には直接に関係のない

研連本来の職務や俄成等について定めたものである。第14期

の会員の推薦に関係するいわゆる「関連研連」については，

見直しを行っていて.来る 10月の総会で必要な捕置をとるこ
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ととしている。

女日本学術会議主催公開講演会一r21世紀の学術」ーの開催のお知らせ古
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本会議は，このたび学術の成果を国民に還元するという日本

学術会議法の趣旨に沿うための活動の一環として，本会議主催

の公開講演会を開催することにした。

今回の公開講演会は，本会議の第13期活動計闘の中でたてら

れている 3つの重点課題に沿いつつ， 21世紀を目指した学術の

今後の展望を考えるという構惣に基づき，次のように企画され

ている。

多数の方々の御来場をお願いしたい。

日時:昭和61年9月27日(上)

13時30分-17時

会場 :u本学術会議講堂

(東京都港区六本木 7-22-34) 

(地下鉄千代回線，乃木坂駅下車 l分)

演題と講演者

1.これからの科学の望ましい在り方

近蔵次郎(日本学術会議会長)

講演要旨:20世紀の科学の発展を回顧し，この趨勢で，

これからの科学・技術がどのようになるかを予測す

る。 1984年のオウエンスのような SFを猫〈。そし

て人間の幸福とは何かをもう一度考え.環境・資源

などから見た科学・技術のイEり方を考える。

2.創造的人間とその条件

本明 寛(日本学術会議会員・早稲田大学教綬)

講演要旨:学術会議は創造的な築礎的研究の推進」

に積極的に取り組むことを責討している。そのため

には個+の人聞の創造活動を重視し.創造性の発揮

のための条件を明確にする必要がある。そこで人間

学的立場からこの課題にアプローチ Lたい。

3.学術研究における国際性

西川 哲治(日本学術会議会員・高エネルギー物理学研

究所長)

講演要行:加速穏などにおける国際協力に関して講演

者向身の体験に基づき，その在り方，問題点，今後

の展禦などについて考える。

.申込方法 :11・復はがき(住所，氏名.郵便番号を明記)

.定 員:300人(先着順)

.申込締切日:s日和61年9月20日(土)

.申込先:干106 東京都港区六本木 7-22-34 

日本学術会議事務局庶務課講演会係

多数の学協会の御協力により日本学術会議だより」

を掲載していただくことができ，ありがとうございます。

なお，御意見・お問い合わせ等がありましたら下記まで

お寄せください。

〒106 港区六本木 7-22-34 

日本学術会議広報委員会

(日本学術会議事務局庶務課)

電話 03 (403) 6291 




